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― 令和６年度 活動計画 ― 

１．基本方針 

長引く国際情勢の不安定化および円安などにより、原材料価格や食料価格が

高止まりし、農業者をはじめ国民の生活を圧迫しています。 

こうした中、我が国の農業政策の基本的な方向を示すために制定された「食

料・農業・農村基本法」の見直しについては、基本理念において、食料安全保

障を柱として、平時からの食料安全保障の強化や国内生産の増大を基本とした

安定的な備蓄の確保や食料の価格形成において「合理的な費用」を考慮するこ

となどの方向性が示されました。 

そのような中、本年度は、第３８回ＪＡ愛媛県大会決議の最終年度にあたり、

「持続可能な農業の実現」「豊かでくらしやすい地域共生社会の実現」「協同組

合としての役割発揮」を１０年後のＪＡグループ愛媛のめざす姿として、組合

員と地域にとってなくてはならない存在であり続けるために、「不断の自己改

革」の取り組み成果を「見える化」し着実に実践していく必要があります。ま

た、「食」「農」「地域」「ＪＡ」への県民理解の醸成に向けた広報活動に引き続

き取り組んでいかなければなりません。 

私たち女性組織は、ＪＡをよりどころとして活動し、地域を守るＪＡ女性として、

ＪＡ運動や地域農業の必要性を発信します。また、自ら組合員となって、協同組合

の一員として地域で何ができるかを考え、協力しあいながら、自らの手で創造的に

地域を輝かせ、組合員のアクティブ・メンバーシップを強化していきます。 

具体的には、地域農業を守り育てるため「地産地消」や「伝統食や家庭の味を

次代に継承」する取り組みを通じて地元産食材を活用し、女性部ワンモアプラン

運動を継続する中で、支所・支店における協同活動などに主体的に取り組みます。 

また、ＪＡ全国女性協の掲げる女性参画目標達成に向け、ＪＡ運営に対し積

極的に意見・要望等を伝え、組織の活性化に向け、学習活動・仲間づくり・フ

レッシュミズ部会の育成など次世代のリーダー育成を図ります。 

以上、ＪＡ全国女性協のＪＡ女性組織３カ年計画「ＪＡ女性 想いをひとつ

に かなえよう     」の最終年度として、次の重点活動に取り組みます。 

２．重点活動項目 

（１）ＪＡ運営への参画促進の取り組み 

（２）目的別グループ活動の取り組み 

（３）食と農を守るネットワークづくりの取り組み 

（４）くらし・健康増進活動等の取り組み 

（５）情報発信の取り組み 



３．具体的活動 

（１）ＪＡ運営への参画促進の取り組み 

① ＪＡグループが掲げる「正組合員３０％以上、総代１５％以上、理事等１

５％以上」の目標実現に向け、ＪＡと連携して取り組みます。 

また、ＪＡとともに「全ＪＡ女性部加入・女性部員組合員化運動要領」に

基づき、全ＪＡ女性部員の正・准組合員化・女性部員加入運動を展開します。 

② 女性部員一人ひとりがＪＡ運動に確信を持って、仲間づくりを行うための

話し合いを行い、各単組・支部でワンモアプラン運動に取り組みます。 

③ 積極的にＪＡ運営に参画するために、女性理事・経営管理委員・監事・女

性部長等を対象とする研修会をさらに充実させます。 

  ④ ＪＡ常勤役員・幹部職員等との対話学習会をすすめ、ＪＡの運営に対し積

極的に意見・要望を伝え、また、ＪＡ自己改革の取り組みを女性組織として

後押しするための学習会等を開催し、積極的にその内容を地域に伝えるとと

もに地域から愛され、私たちのよりどころとなるＪＡづくりにつなげます。 

（２）目的別グループ活動の取り組み 

① 地域の若い世代を対象とした目的別グループの結成を促す等、全組織でフ

レッシュミズ組織の設置と世代間交流の輪を広げ、活動・交流機会の充実を

図ります。 

② 「次世代女性リーダー」の育成や「地域農業やＪＡファンづくり」のため、

ＪＡと連携して、ＪＡ女性大学やあぐりスクール等を開校し、参加した女性

たちのフレッシュミズへの加入を促進します。 

③ 女性部員の加入促進に努めるとともに、『家の光』を活用した記事活用グ

ループの育成充実に取り組みます。 

④ 『家の光』「日本農業新聞」の普及活用に努め、情報の収集と組織の活動

内容の充実を図ります。また、家の光協会が作成する「読書会＆活用のてび

き」を活用し、意見交換を主眼とした読書会の開催や記事活用、「日本農業

新聞」の購読を通じ、ＪＡ自己改革の取り組みを後押しするための学習活動

に取り組みます。 

⑤ 組織結集品目・ＪＡ女性手帳・バッチ等の普及に努めます。 

⑥ 「媛の旅」を開校し、幅広く声掛けし、あわせて世代間交流をすすめ仲間

づくり運動に取り組みます。 

（３）食と農を守るネットワークづくりの取り組み 

① 安全・安心な農畜産物を通じ地域の人との交流に努め、県内産農畜産物を

意識的に選好し、生活の中での「よい食」を地域の人とともに考え、「食べ

きり県民運動」の趣旨に賛同し、食品ロス削減に取り組みます。 



※ 「食べきり運動」とは、外食産業から排出される食べ残しなどによる食品ロスの削減を

推進するため、宴会の５箇条や３０１０（さんまるいちまる）運動等の宴会時に食べ残し

を減らす取り組み。 

② 『家の光』「日本農業新聞」を活用し青壮年組織とともに、米の消費拡大

や食農教育に取り組むとともに、学校給食への食材提供に努めます。 

③ 地産地消・国消国産を推進し、食料自給率向上に向け、伝統的な食習慣や

家庭の味、国産農畜産物の良さを広め、次の世代に安全で安心な食や地域に

息づく文化など伝統食の継承に取り組みます。 

※ 「国消国産」とは、国民が必要とし消費する食料は、できるだけその国で生産するとい

う考え方。ＪＡグループ独自のキーメッセージ。 

④ 農産加工品の適正な表示やＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理もし

くはＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理等の学習に努めます。 

※ HACCP（ハサップ）とは、原材料の受入から最終製品までの各工程において、微生物に

よる汚染、金属の混入などの危害要因を分析（Hazard Analysis）した上で、危害の防止

につながる特に重要な工程（Critical Control Point）を継続的に監視・記録する工程

管理である。 

⑤ 青壮年組織及び行政など各種団体と連携して「食」「農業」「地域」「Ｊ

Ａ」を次代へつなぎ、ＳＤＧｓを理解し意識して活動を展開します。 

※ ＳＤＧｓとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称。Ｓ

ＤＧｓは、２０１５年９月の国連サミットで採択されたもので、『世界中の誰一人取り残

すことのない持続可能な社会をつくる』ための目標として、国連加盟１９３か国が２０１

６年から２０３０年の１５年間で達成するために掲げた目標。１７ゴールのもとに１６

９のターゲット、２３０の指標がある。 

⑥ ＪＡ、青壮年組織等と連携し、みどりの食料システム戦略による農業への

影響について学習し、持続可能な愛媛農業の実現と豊かで暮らしやすい地域

社会の実現に向け、県民への農業理解の促進に取り組みます。 

 ※ みどりの食料システム戦略とは、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノ

ベーションで実現させるため、中長期的な観点から戦略的に取り組む政策方針 

（４）くらし・健康増進活動等の取り組み 

① 平成２０年に決定した「ＪＡ女性 エコライフ宣言」に基づき、地域や家

庭にあった創意工夫ある取り組みを行い、消費電力削減運動に取り組みます。 

  また、地域住民とともに、身の回りの環境にも目を向け、農業資材等のプ

ラゴミ削減や「マイバック持参運動」等に取り組みます。 

② 近年、大規模災害が頻発していることから、定期的に防災について考える

時間をつくり、防災についての学習等に取り組みます。 

また、『家の光』を活用し、炊き出し訓練や非常用持ち物の確認など日々



の備えを万全にし、防災意識を高め緊急時に備えるとともに、ＪＡグループ

と一体となった支援活動に引き続き取り組みます。 

③ 家庭での行動から食品ロスを見直し、地域の人々や各種団体と協力・連携

し、「子ども食堂」や「フードドライブ」に協力し、地域を守り支えます。 

 ※ フードドライブとは、家庭などで食べきれない余っている食品を持ち寄り、施設などに

提供する活動のこと 

④ 安心して暮らせる地域社会づくりを目指し「ＪＡグループ愛媛健康寿命百

歳プロジェクト」と連携し、あらゆる世代の新たな健康増進活動をめざし、

農作業等を安全に進め疲労回復に役立つ「アグリ・サイズ（農業である「ア

グリカルチャー」と運動（エクササイズ）を合わせた造語）」と「フレイル

（虚弱）予防」を意識した取り組みを積極的に展開します。 

  ⑤ ＪＡ女性組織メンバー自らが、要介護者にならないために、筋力の維持・向

上をさせる転倒予防と尿失禁予防（腹圧性尿失禁の予防・改善に主要因であ

る骨盤底筋の強化を目指す運動）の介護予防運動に取り組みます。また、Ｊ

Ａ・助けあい組織と連携し、組合員・地域住民に対し「こころ」「からだ」「つ

ながり」を意識した健康増進活動を積極的に展開します。 

⑥ 活力ある地域や健康で明るい家庭を維持するため、健診活動（健診案内や

声掛け運動等）を積極的に展開します。 

⑦ 健康の維持増進を目的とし、健康教室や健康体操に積極的に参加します。 

⑧ 幅広い多様な助けあい活動をすすめるとともに、子育て支援に取り組みます。 

⑨ 地域の女性が集う様々な「場」を、多彩なテーマ別活動『「食」と「農」

を活用した地域交流プロジェクト』に即した「ＪＡ女性組織仲間づくり旅行」

への取り組みを通じ、女性組織の活動を魅力的なものにするため地域内外の

交流を促進し「ふれあい・絆づくり」に努めます。 

（５）情報発信の取り組み 

① 女性組織の活動について広く理解してもらえるよう、見える活動、見える

組織を目指し、女性組織自らが女性組織通信（女性部だより）や女性組織ＨＰ

の開設・充実等を通じて情報発信を行うとともに、『家の光』や「日本農業新

聞」はもちろん、地方紙やケーブルテレビ等への情報発信をすすめます。 

② 大正１５年「協同の心を家庭で育む」をコンセプトに創刊され、令和７

年５月号で創刊１００周年を迎える『家の光』について、「令和６年度Ｊ

Ａ女性部員『家の光』愛読者拡大運動要領」に基づき、女性部内で購読率

３０％を目指します。 

 


